
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

20244F:度 事 業 報 告 書

1麺』整二」週助二2二_」自重量L丞ヱ型1昼全

1 事業の成果
個人正会員 70名、団体正会員 22団体、賛助会員団体 49団体、寄付金総額 793,752円 となり、第

15回助成事業で 8団体計 270万円、第 16回助成事業で 9団体計 300万 円、2024年度合計でのべ 17

団体 570万円の助成を行いました。また、自主事業として、定例の (特定)適格消費者団体等への助成

事業に加え、テーマを設定してのクラウドファンディングでの寄付を原資として、そのテーマで活動す

る団体への助成を行いました。今回、3団体に対して 50万 円の助成を実施しました。助成事業全体とし

て、620万 円の助成を行っています。

今年度は消費者団体訴訟等支援法人の認定を受け 2年 目を迎え、消費者庁より受託する支援業務を拡

充してきました。具体的には、現在受託している COCOLis(消費者団体訴訟制度)ポータルサイトの運営

受託に加え、新たに特定適格消費者団体との定期協議の開始、C00oLiSポ ータルサイト利用普及のための

相談員向け学習会を実施しています。また、消費者団体訴訟制度成果事例集の制作準備に着手しました。

支援業務の他に、「AIを用いた不当契約条項の情報収集等」の調査を消費者庁より受託、実施しました。

その他、事業者にも参加を呼びかける「消費者志向経営セミナー」の第 2回目を「消費者との安全・安

心なネット取引に向けて」というテーマで開催し、好評でした。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【16,801】 千円)
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20254「 8

月

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

20251F8

月

千 代 田

‐ ‐り'こ
ビ  ゝノ ノ

ザエフ

2024`自F9

月、 2{)25

年 3月

国 民 生

活 セ ン

ター (相

模原 )

当基金

役職員

3名

当基金

役職員

4名

制作委

員 6

名、専

門家 l

″ 〕ヱ
,コ、 =」

基金役

職員 4

名

不特定多

数の消費

者

消費生活

相談員

消費者及

び事業者

4団体

月2200
件のア
クセス

148人

不特定
多数

33
体

当基金

役職員

2名

適格 消費

者団体及

び適格認

定を 目指

す団体

(2)各種消費者契
約被害の拡大防
止のために、不当
な約款・不当な勧
誘行為等の差止
請求権を行使す
る団体への助成

①適格消費者
団体か らの申
請 について理
事会 にて検討
を行い、助成を
実施した。

1 月、 8

月 の 2

回 の 助

成実施

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

12名

適格消費

者団体

のべ 13
団体

4727② l悪質な訪駆
リフォーム被
害防止活動」を
行 う消費者団
体 に対す るク
ラウ ドファン
ァ ィングの実
施 と集 まった
寄付金 を原資

8月 に
1回 の

助 成 実

施

千 代 口

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

13名

特定適格

消費者団

体及び適

格消費者

団体

1団体

団



に 助 成 を 実 施
した。

(3)各種消費者契
約被害の回復・防
止のために、消費
者裁判手続特例
法を行使する団
体への助成

・特定適格消費
者団体か らの
申請 について
理事会 にて検
討を行い、助成
を実施した。

1月 、8

月 の 2

回 の 助

成実施

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

12名

特定適格

消費者団

体

3団体
1666

(4)各種消費者被
害の相談業務、注
意喚起業務若し
くは消費者契約
被害に係る事業
者への是正要請
を行っている非
営利法人への助
成

①適格消費者
団体を目指す
その他の非営

利法人からの

申請について

理事会にて検
討を行い、助
成を実施し
た。

8月 の 1
回 の 助

成実施

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

12名

消費者被

害の問題

に取 り組

む非営利

法人

1団体

585② 「悪質な訪
販リフォーム

被害防止活
動」を行う消
費者団体に対
するクラウド
ファンディン

グの実施と集
まった寄付金
を原資に助成
を実施した。

8月 に
1回 の
助 成 実

施

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

13名

特定適格

消費者団

体及び適

格消費者

団体

のべ 3

団体

(5)消費者被害や
消費者政策に関
する情報提供や

事異
者教育、啓発

助成対象団体
の活動実績を
紹介するシン
ポジウムを実
施した。

ll月

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

13名

全国 の消

費者

148名
(オ ン
ライン
と会場
合計)

※

0

l

消費者志向1経
営セミナー [消
費者との安全・
安心なネ ッ ト
取引に向けて」
を開催した。

25年 7月

千 代 田

ぽ ‐ザ ニ
′ゝ ノ ノ

ザエフ

当基金

役職員

n″
ン ´ロ

首都圏の

事業者お

よび消費

者

54 名
(関係
者 含
む)

859

(6)その他この
法人の目的を達
成するために必
要な事業

適格消費者団
体の業務効率
化のため、AIを
活用 した不当
条項抽出に係
る調査 を消費
者庁か ら受託
し行つた。

25年 1月

～3月

千 代 田

区 プ ラ

ザエフ

当基金

役職員

5名

有識者、適

格消費者

団体

有識者
3名、
適格消
費者団
体 19
団体と
調査結
果を共
有

4097

※1 当該シンポジウムは総会と同日に連続して開催しているため、会場費等について、総会関連費と一

括して管理費に計上

(2)その他の事業

なし



活 動 計 算 書

認定MЮ法人消費者スマイル基金
ノ
自

_ [税込](単位 :円 )
2024年 9月 1日  至 2025年 8月 31日

:経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

賛助会員受取会費

【受取寄付金】

受取寄付金

【事業収益】

受託事業収益

【その他収益】

受取 利息
経常収益 計

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)
法定福利費(事業)

通 勤 費(事業)
人件費計

(その他経費)

業務委託費

諸 謝 金

会 議 費 (事業)
旅費交通費(事業)

印刷費 (事業)

ネット関連費 (事業)

通信運搬費(事業)

広告宣伝費 (事業)

事務費 (事業)

通信非課税費 (事業)

接待交際費 (事業)

租税 公課(事業)
リース料(事業)

支払手数料 (事業)

支払助成金

その他経費計

事業費 計
【管理費】

(人件費)

給料 手当
法定福利費

通 勤 費
人件費計

(そ の他経費)

印 帰」 費
業務委託費

会 議 費

1,057,000

1,670_000 η,727,000

793,752

18,601,494

22,135,620

2,927,260

429,388

143.986

3,501.134

1,326.600

3,483,550

236,439

71,484

2,090

506,337

155,558

49,137

110,504

2,500

92,642

897,300

94,380

72,343

6 200 000

__ユL型L亜生

132,000

429,000

2,358

16,801,998

____L菫 生

686,790

51,824

_________________1:`:`_旦

`:Q______塑 生望生



活 動 計 算 書

認定貯0法人消費者″イル基金

[税込](単位 :円 )
自 2024年 9月 1日  至 2∝ 5年 8月 31日

旅費交通費

研 修 費
事務費

通信運搬費

通信非課費

消耗品 費
ネタト関連費

広告宣伝費

接待交際費

減価償却費

議 会 費
リース 料
租税 公課
支払手数料

その他経費計

管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額

【経常外収益】

他会計振替額

経常外収益 計
【経常外費用】

他会計振替額

経常外費用 計
税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額｀

次期繰越正味財産額

70,522

1,000

65,706

163,500

・7,500

2,617

257,447

62,370

63,939

66,000

10,000

94,380

1,262

________ 37二旦ュ1_

1, 467.435

__」 2蟄』L

3 857 55

__」 担LttL

上 092.407

3,043,213

3,857.557

3, 857.557

3,043,213

780.700

2,262,513

_________1:L」 :`:]2_1=EISl_

__塑塑蟄選堅
ヽ



認定 PヽO法人消費者々イル基金

全事業所

貸 借 対 照 表
[税込](単位 :円 )
2025年 8月 31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現   金
当座 預金
普通 預金
現金・預金 計

(売上債権)

未 収 金

売上債権 計

硼卸資産)

貯 蔵 品
棚卸資産 計
(その他流動資産)

前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア

無形固定資産 計
固定資産合計

資産合計

【流動負債】
未 払 金
預 り 金

未払法人税等

未払消費税等

流動負債合計

負債合計

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

《資産の部》

11,131

842,930

1■ 017」z
10,871,835

9,460,556

9,466,556

1,000

____2L菫 L
26.787

77.000

77 000

《負債の部》

__型曇望型二

2,450,482

17.99 2.696

20, 443.178

20,366,178

《正味財産の部》

2 450 482

1.∞0

766,954

57,528

780,700

________旦±L」基D_

77,000

15,730,183

_______」≧L2[LL_§二IL_
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2024年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 消費者スマイル基金

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 、2017年 12月 12B最終改正
よっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
無形日定資産については、定額法で償却しています。

(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

N閻法人会計基準協饉会)に

使途等が制約された寄附金等の内訳

寄付金はすべて、定款第 5条第 2号乃至第4号の助成に充てることとしております。

また、寄附金の内「防ごう l悪質訪販リフォーム」クラウトファンディングに寄せられたものはその全額を、定款

第 5条第 2号乃至第 4号のうち「悪質な訪販リフォーム被害防止活動,に該当するものへの助成にあてました。

今期は、助成額が寄附金を超過したため、他の事業収益から不足額を補填しました。

_』童碧重_ 当1 ●¨ 加額 ]期減少額 期末残直
備

一
金 516.752

7]E取ヨ騒Tら福画 .248

力上記求

“

t,使団体助戌
(定歌昴5条

"2号

)

彙劇手崚将例法行使団体助成
(定■55条 ,3■ )

市費■和薇●火施団体助成
(定承第5条第1■ )

4.200.000

l.300,000

200.000

のぺ 13団体

3団体

1団体

合計 5.700.000

(1

訪販 [ フ ― ム

4.特定資産について
特定資産は、2024年度期首で残高0円 となっています。今期も、上記 3の とおり寄附金の全額を助成に費消

しまし

たので、特定資産の計上はございません。

科 目 年度 取得価損 償却額 減輌償却累計額
期末帳簿残
高

無形固定責産ソフトウェア
X●
"硼
同5年  だ饉法 (取

■・■案
`t几

2021年 11月 , 2023

3

0

55 000
66.000

000

66.000

55』00

1 2 1 000
1 000

25■皿L

役員及びその近親者との取引の内容

役員報酬規程第 3条に従い理事会で支綸を議決した事業費の役員報酬 (7名 30万円)は、個別役務への対価という

性格に鑑み、事業費の諸調金に計上しています。その他に、役員及びその近親者との取引はござ
いません。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする
ために必

要な事項

事業費と管理費の按分方法

支援業務等を主に担当する者の人件費 (給料手当・法定福利費・通勤費)は、業務実態に照らし、その金額を事業

費に計上しています。

経理・総務を主に担当している者の人件費 (給料手当・法定福利費・通勤費)は、業務実態に照らし事業費と管理

費に 1対 1で接分しています。

電:IttJ妻横援事「
計上した部分を除く)と コピーのリース料について、業務実態に照らし事業費と管理貴に1対 1

の

の
′ヽ せ ん

期末残高期首残高 当期,内容
000
期塾坐璽_

寄附金
000221

~~事
薬双薔から補壇

:団体

2団体

!80,000

320.000

0

芝止籠求槽

"使
口体助成

(■承

"6条
第2号〉

裁判手続特

"議"使
団体助成

(定漱第5条第3,)

消費ヤ相晨●実鮨団体助成
(定R"5条

“

4号 )

000 500.000合計



財 産 目 録
認定NPO法人消費者″イル基金

全事業所

[税込](単位 :円 )
31日 現在20254「  8月

【流動資産】

(現金・預金)

現   金
当座 預金
ゆうちょ

普通 預金
三井住友銀行

三菱UFJ銀行2

現金・預金 計

(売上債権)

未 収 金
売上債権 計

(桐卸資産)

貯 蔵 品
棚卸資産 計
(その他流動資産)

前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計

【固定資産1

(無形固定資産)

ソフトウェア

無形固定資産 計
固定資産合計

資産合計

【流動負債】
未 払 金

預 り 金

雇用保険料

社会保険料

税理士報酬源泉

謝金源泉

給与源泉

未払法人税等  `
未払消費税等

流動負債合計

負債合計

《資産の部》

11,131

842,930

(842,930)

10,017,774

〈8,956,673)

【1_001_101)
10,871,835

ユ 466, 556

9,466,556

1,000

2 78

26.787

____二 L壁L
77 000

《負債の部》

766,954

57,528

(3,270)

(31,031)

(2,“ 2)

(29,536)

(△ 8,350)

780,700

845.300

20,366,178

77 .000

20,443,178

正味財産

1,∞0

___と』L』生
___2塑 L』≧

_≦ 曇堅 塑≧



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

2024年度年間役員名簿 (前事■年度において役員であつたことがある全員の民名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における●酬の有無を記載した名簿 )

特定非営利活動法人 消費者スマイル基金

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条 を確認の上、チェックを入れて ください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに

○

(フ リガナ)

氏   名
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

1 睡 ]・ 監事

アナン ヒサ

」
阿南 久

2024年  9月  1日

2024年 11月  18日

年  月  日

年   月   日

2 睡ヨ・監事
イシ トヤ ユタカ

石戸谷 豊

2024年

2025年

9月  1日

8月 31日

年

年

月   日

月   日

3 睡垂卜監事
イソペ コウイチ

1
磯辺 浩一

2024年 11月 18日

31日2025年 8月

年

年

月

月

日

日

4 匡∃・監事
ウチダ マサユキ

内田 雅之

2024年 9月   1日

2025年 8月  31日

年   月   日

年  月  日

5 睡 ]・ 監事

コウノ

河野

2024年

2025年

9月  1日

8月 31日

年  月  日

年 月

6 睡ヨ・監事
サカクラ タダオ

~

]
坂倉 忠夫

2024年

2025年

9月  1日

8月 31日

年 月

月

日

日年

7 匡]・ 監事
タカ イワォ

高 巖

2024年  9月  1日

2024年 11月 18日

年  月  日

年  月  日

8 睡∃・監事
フルヤ ユキコ

古谷 由紀子

2024年

2025年

9月  1日

8月 31日

年 月

月

日

日年

9 厘:匿]・ 監事
オタカ

大高

トモカズ

友 一

2024年

2025年

11月  18日

8月  31日

年  月  日

年  月  日

10 匡∃・監事
タカハシ ヨシアキ

高橋 義明    

11月  18日2024年

2025年 8月  31日

年  月  日

年  月  日

ヤスコ

日

」



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

ll

|

イノウエ ヨシユ

キ理事・匠∃
井上 喜之

2024年

2025年

9月  1日

8月 31日

年
月

　

月

日

　

日
年

12

|

ホリカワ ナオモ ト

1

理事・匿∃
堀川 直資

2024年

2025年

9月  1日

8月  31日

年
月

　

月

日
【

　

［口年



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人__消菫三スェ」〔2L」墜ヒ________

氏   名

1 阿南 久

2 石戸谷 豊

3 磯辺 浩一

4 板谷 伸彦

5 小澤 吉徳

6 河野 康子

7 小林 真一郎

8 高 巌

9 並木 静香

10 二村 睦子

11

12




